
有害鳥獣による農作物の被害を防止するため、柳井市の農地等に侵入防止柵を設置さ

れる場合に、購入補助制度があります。 

 

１）補助対象 

項  目 内    容 

侵入防止柵 

の種類 

電気柵、トタン壁、 

ワイヤーメッシュ（パネル状、ロール状で猪によって壊されないもの） 

注）亀甲金網、ナイロン製のネット類は対象外 

対象となる土地 柳井市内の農地等 

対象となる方 農家、営農組織等 

 

２）補助率 

補 助 基 準 等 補 助 率 補助限度額 

受益戸数１戸で侵入防止柵を設置する場合の

原材料費 

３分の１以内 

（千円未満切捨て） 
１０万円 

隣接する受益戸数２戸以上が共同で侵入防止

柵を設置する場合の原材料費 

２分の１以内 

（千円未満切捨て） 
２０万円 

 

３）補助金申請の手続き 

① 電気柵等を購入される前に柳井市役所・農林水産課に必ず連絡してください。 

② 購入されましたら、見積書・領収書を販売店に発行してもらってください。 

③ 農地等を囲むように設置してください。 

④ 設置が終わりましたら、現地の検査を行いますので農林水産課にご連絡ください。 

⑤ 補助金申請書等に必要事項を記入の上、販売店で発行された見積書・領収書の写し、

振込先を確認できる通帳の写しを添付して、ご提出ください。 

★注意：申請は１人1年度１回です。２箇所以上の農地に設置されたい方は一緒に

申請してください。 

 

 

農家の方で電気柵等を購入される方へ 

◎問い合わせ先 

柳井市役所 農林水産課（２２－２１１１内線３５５） 


